
 

 
 

新型コロナ感染禍による経済的なダメージは世界的な規模に広がっています。 

こうした中で、事業システムの一部オンライン化や、WEB を活用することで、営業・販売・広告宣

伝の効果性と効率性を同時に高め、「ウイズコロナ」の中で高業績を上げつつある会社も出始めてい

ます。今回のセミナーでは、昨今の動向もふまえ、今後どのように WEB を活用し、集客を図ってい

くことが可能か、Zoom を活用した WEB セミナーを開催します！ 

【日時】 11 月 5 日（木）19：00～       【場所】自社・自宅での受講 

【ゲスト】竹内 吉崇氏（株式会社ニュービレッジ計画） 

【テーマ】コロナ禍における WEB 活用方法について 【定員】20 名 

【問合せ】第一経営支援課 足立香奈江 
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GoTo トラベルキャンペーンに参加される市内 5 つの宿泊施設及び隣接する他府県の同キャンペ

ーンに参加の宿泊施設を利用されたお客様に対し、宿泊代金 35％割引とは別に 15％の額面の地域

共通クーポン券が発行されます。 

 地域共通クーポン券は丹波市民はもとより、隣接する他府県からの来訪者の利用も可能となりま

す。地域共通クーポン券対象店舗に申請されて経営回復の一助にされませんか？ 

参加希望の店舗・事業所様は下記の特設ホームページに掲載されている「登録申込」のフォームから

登録してください。※ＵＲＬアドレス：https://biz.goto.jata-net.or.jp/#application 

                             【問合せ】一社）丹波市観光協会 

                                                              担当：足立 はるみ 

                                     〒669-4141丹波市春日町黒井1597/℡0795-88-5810 

TEL0795-88-5810 FAX0795-88-5820 

 

「地域共通クーポン券」取扱店募集について

ＱＲコード 

〒669-3601 丹波市氷上町成松 140-7 (本所) 現在の会員数 事業所 1998 

 0795-82-3476 ／ FAX 0795-82-7601 Ｅメール info@tanba.or.jp 

 

 

 

新型コロナウィルス感染症の影響を受けている飲食事業者の支援施策として官民一体型の需要喚起

キャンペーン（プレミアム付食事券販売事業）が兵庫県でも展開され、同事業で食事券が利用できる

店舗の登録募集が 10 月 1 日からスタートしました。来店促進の一助として、ぜひご活用ください。 

参加希望の店舗・事業所様は下記の特設ホームページからご登録してください。 

※URL アドレス：https://gotoeat-hyogo.com/index.html 

【問合せ】Go To Eat ひょうごキャンペーン事務局 

TEL078-371-2841 / FAX078-371-2847 /E-Mail：gtehyogo@nta.co.jp 

「 」取扱飲食店の募集

スタート 

コロナ禍における のご案内 



 
 
 

 

【給付条件】新型コロナウイルス感染症を契機とし、令和

2年5月から12月の売上が１ヶ月で前年同月

比50％以上、または、連続する3ヶ月の合計

で前年同月比30％以上減少している事業所。 
 

【給 付 額】中小法人  最大600万円 

個人事業者 最大300万円   
  

 
 

 
 

 

 
 

 

【申請期限】令和2年7月14日から令和3年1月15日まで 
 

【問合せ】 家賃支援給付金 コールセンター 

TEL0120-653-930  

 
 

 

                                                                          

 

 

 
 

昨年４月より労働基準法が改正され、従業員の少ない小規模事業者にとっては生産性を維持しなが

ら働き方改革を実践することが大きな経営テーマになっています。 

今回のセミナーでは、働き方改革実践に向けた様々なお悩みや課題に対する早急な対処法について

専門家が分かりやすく解説いたします。 

是非、ご参加ください！ 

【日時】 11 月 18 日（水）14：00～16：00 

【場所】丹波市商工会本所（氷上） 【受講料】無料 【定員】20 名 

【対象】経営者、管理者、人事担当者【講師】西本 恭子氏（社会保険労務士ニシモト事務所代表） 

【問合せ】第一経営支援課 西山 

 

国の家賃支援給付金の申請について 

〒669-3601 丹波市氷上町成松 140-7 (本所) 現在の会員数 事業所 1998 

 0795-82-3476 ／ FAX 0795-82-7601 Ｅメール info@tanba.or.jp 
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令和２年１０月１日より最低賃金額（時間額）が、900 円（１円

UP）に変更になりました。 

これは年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方にかかわら

ず、すべての労働者に適応されます。 

詳しくは、厚生労働省の HPでもご確認いただけます。 

http://www.saiteichingin.info/ 

【問合せ】第一経営支援課 足立香奈江 

兵庫県の最低賃金が になりました！ 

 

 

 

 

 

 
 

（公財）日本電信電話ユーザ協会が

実施する「電話応対技能検定（もしも

し検定）」は、電話を受ける、かける

等の電話応対やビジネスマナーな

ど、ビジネス電話に必要な能力を養

うことを目的とした検定制度です。 

 もしもし検定の入門編とも言える

４級（新入社員や入社前の学生レベ

ル）が北はりま職業訓練センターで

受験できます。試験日は偶数月の第

１水曜日、午後１時からです。 

 検定の詳しい内容、受験の申し込

みは、日本電信電話ユーザ協会兵庫

支部のホームページをご覧ください
（https://www.pi.jtua.or.jp/hyogo/） 

 

 

 

【問合せ】 

日本電信電話ユーザ協会兵庫支部 

TEL：(078)362-0495 
 

申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料（月額）を

もとに算定した月額給付額の６倍が支給されます。 

一括支給 

「電話応対技能検定 

（もしもし検定）4 級」が 

北はりま職業訓練センター

（西脇市）で受験できます！ 

NHKクローズアップ現代でも 

取り上げられました！ 


